
 

 

ひまわりこども園 重要事項説明書 
 

１．施設の目的及び運営の方針  
（１）運営主体（事業者の概要）  
事業者の名称  社会福祉法人  小山福祉会  
事業者の所在地  福知山市字猪崎 1402-2 
事業者の連絡先  0773-22-7250   
代表者氏名  理事長   小山  民夫  
 
（２）施設の概要  
種別  幼保連携型認定こども園  
名称  ひまわりこども園  
所在地  福知山市字猪崎 1402-2 
連絡先  TEL 0773-22-7250    FAX 0773-22-7522 
施設長氏名  園長  小山  たか子  
開設年月日  令和３年４月１日  

利用定員  

年齢区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  
１号  ―  人  ―  人  ―  人  ５人  ５人  ５人  １５人  

２号・３号  ８人  ８人  １４人  ２０人  ２０人  ２０人  ２０人  
合計  ８人  ８人  １４人  ２０人  ２０人  ２０人  １０５人  

当園の基本理念・方針・

保育目標  

 
 

保育の理念 
「太陽に向かって真っ直ぐのびよ  光を求めてすくすく育つ」のスロ

ーガンを揚げ、子供たちは健康で安定した集団生活の中で情操を育む

ことを目指し、社会福祉法人小山福祉会は設立された。  
社会福祉法人小山福祉会の運営する幼保連携型こども園は児童福祉

法に基づき保育を必要とする乳幼児の保育と学校教育法に基づき教

育を行う。保育にあたっては子供の人権や主体性を尊重し、健全な心

身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設である。子供たちの最

善の利益を考慮し、保護者や地域社会と力を合わせ子供の福祉を積極

的に増進し、あわせて地域における家族援助を行う。  
 尚、こども園はその目的を達成するために職員は豊かな愛情をもっ

て接し、保育教諭は専門知識の習得と技術の向上に努める。  
 また、家族との緊密な連携の下に子供の状況や発達過程を踏まえて

こども園における環境を通じて養護及び教育を一体的に行う。  
 

 
保育の基本方針 

１．こどもの健康と安全を基本にして家族や地域社会との連携を図

り、保護者の協力の下に家庭教育の補完を行う。  
２．こどもが健康安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、

自己を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健

全な心身の発達を図る。  
３．養護と教育が一体となって豊かな人間性をもった子供を育成す

る。  
４．地域における子育て支援のために乳幼児などの保育に関する相談

に応じ、助言するなどの社会的責任を果たす。  
 
 
 
 



 

 

保育目標 
①元気なこども  
・歩く、走る、跳ぶなど戸外の活動を十分に楽しむ  
・くつろいだ雰囲気の中で情緒が安定し、意欲的に遊ぶ力を育む。  
・運動や休息、栄養をとり規則正しい生活をおくり自ら安全を守るよ

うな生活習慣及び態度を身につける。  
・心身とともに健康で十分な発育ができ、自分で好きな遊びを身に付

け、遊びを満喫する力を育む  
 
②仲の良いこども  
・人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感を育み相手の人権を

尊重し、思いやりのある心を育てる。  
・積極的に遊びや生活が出来るようにし、自主協調といった社会生活

の基礎となるような態度を養う。  
 
③身辺処理のできるこども  
・食事、排泄、睡眠、着脱衣、清潔などの正しい習慣を繰り返し、自

立の芽生えを培う . 
・身の回りの簡単な事は自分で処理する力を育む。  
 
④考えるこども  
・自主、自立及び強調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う。  
・自然の世界に多く触れ、それらに興味や関心を持ち、豊かな心情、

思考力、科学的に観察する力を培う。  
・生活の中で言葉への興味や関心を育て、話したり聞いたり、相手の

話を理解しようとするなど言葉の豊かさを培う。  
・様々な体験を通じて豊かな感性や表現力を育み創造性の芽生えを培

う。  
 
（３）施設の概要  

敷地  敷地全体  818 ㎡  
園庭  455.54 ㎡  

園舎  構造  耐火鉄骨造亜鉛メッキ鋼板茸２階建  

他付属棟（２棟）  
延べ  576.93 ㎡  

 
（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  
乳児室  1 室  ベビールーム：０歳児クラス、  
ほふく室  1 室  すみれ組：１歳児クラス、  

保育室  4 室  

ゆり組：２歳児クラス  
きく組：３歳児クラス  
さくら組：４歳児クラス  
ひまわり組：５歳児クラス  

遊戯室、ホール  1 室  2 階  
調理室  1 室   
   
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

（５）職員体制（令和６年４月１日 現在）  
職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人  1 人  0 人   
副園長、教頭  1 人  1 人  0 人   
主幹保育教諭  2 人  2 人  0 人   
保育教諭  17 人  13  人  4 人   
助保育教諭、講師  0 人  0 人  0 人   
事務職員  1 人  1 人  0 人   
栄養士、調理員  2 人  2 人  0 人   
     
     
     
 
（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  
【１号認定子ども（教育標準時間認定）】  
提供する曜日  月曜日から土曜日まで  
保育時間  教育標準時間  午前 8 時 30 分～午後 2 時 30 分（4 時間）  

預かり保育  保育時間  朝：7 時 30 分～8 時 30 分  
夕：午後 2 時 30 分～午後 7 時  

休業日  日曜日・祝日  
年末・年始（12 月 29 日～1 月 3 日）  

自由登園  夏季（8 月 11 日～8 月 16 日）  
 
【２号・３号認定子ども（保育認定）】  
提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  保育標準時間  午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分（１１時間）  
保育短時間  午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分（８時間）  

延長保育  
保育標準時間  夕：午後 6 時 30 分～7 時 00 分  

保育短時間  朝：午前 7 時 30 分～午後 8 時 30 分  
夕：午後 4 時 30 分～午後 7 時 00 分  

開所時間  月～金曜日  午前 7 時 30 分～午後 7 時 00 分  
土曜日  午前 7 時 30 分～  （予約制）  

休業日  日曜日・祝日  
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）  

自由登園  夏季（8 月 11 日～8 月 16 日）  

 

（７）利用料等  
利用者負担  利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

月額負担  
保育料（0～2 歳児）  1 ヵ月当たり  市が定める額  
給食副食費（ 3～ 5 歳児）  1 ヵ月当たり  1 号認定：3,000 円  

2 号認定：4,500 円  
実費徴収     

その他  

１号認定  
預かり保育料金  

午前 7 時 30 分～8 時 00 分  
午後 5 時 30 分～7 時 00 分  30 分 50 円  

午前 8 時 00 分～ 8 時 30 分  
午後 2 時 30 分～5 時 30 分  無  償  

２号・３号認定  
延長保育料金  

標準時間  
午後 6 時 30 分～7 時 00 分  30 分 100 円  

短時間  
午前 7 時 30 分～8 時 30 分  
午後 4 時 30 分～7 時 00 分  

30 分 100 円  

 

 



 

 

（８）支払方法  
●口座振替：株式会社アプラスの集金代行サービスから引き落としされます。      
●支払い日：毎月 27 日  
●アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出していただきます。  

注１ )  振替日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が振替日となります。  
注２ )  アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書は、園に提出してください  

園で口座情報を請求システムに登録し、園からアプラスへ郵送後、保護者様が記入

された銀行の審査があります。  

 

（９）提供する特定教育・保育の内容  
子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。 
（例：幼稚園型、保育所型、地方裁量型の場合）  

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領を踏まえ、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、利用子どもの心身の

状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。  
 

（１０）年間行事・毎月の行事・取り組み  

年間行事  
月  行事内容  
４月  ・入園式・記念撮影・個人懇談  

５月  ・検尿・検便・内科検診・バケツ田んぼ・菜園活動・草すべり・保育参観  
・クラス懇談  

６月  ・歯磨き指導、歯科検診・プール開き・運動会  
７月  ・七夕まつり (祖父母参観 )・はだし保育 (室内 ) 
８月  ・納涼大会・はだし保育 (室内 ) 
９月  ・はだし保育 (室内 )・おとまり保育 (ひまわり組 ) 

１０月  ・秋の遠足・芸術にふれて・収穫祭・イメージそうさくごっこあそび  
・ハロウィン・参観日  

１１月  ・園内作品展・七五三詣り・たこあげ遊び・メンズクッキング  
１２月  ・３歳未満児発表会・クリスマスパーティー・おもちつき・お正月遊び  
１月  ・どんど焼き・お正月遊び・福知山市合唱祭・親子お楽しみ会 (ひまわり組卒園記念 ) 
２月  ・３歳以上児発表会・節分（豆まき）・バイキングパーティー  

３月  
・家族で集まれ！ひまわり大会・ひなまつり・卒園バス遠足 (ひまわり組 ) 
・レストランパーティー・交通指導・おわかれ遠足・新入園児説明会  
・進級式・卒園式  

毎月の行事  
★朝の会（毎週月曜日）  
★避難訓練（月１回）  
★遊具点検（月１回）  
★身体測定（月１回）  
★誕生会（月１回）  
★絵本デー（毎週月曜日）  
★保育園安全チェック（毎週）  
★毎月８日は衛生の日  
★嘱託医による園児健康診断（歯科検診、内科検診）  
★きく組・さくら組・ひまわり組は、毎朝園庭で体力作りをする  
 （ランニング、サーキット運動等）  



 

 

取り組み  
★英語遊び（さくら・ひまわり組）（講師による指導月２回）  
★太鼓（さくら組、きく組は１０月から）（講師による指導月１回）  
★鼓笛（ひまわり組）（講師による指導月１回）  
★たてわり保育（きく、さくら、ひまわり組）（異年齢との交流）  
★体育活動（きく、さくら、ひまわり組）（講師による指導月 2 回）  
★造形活動（全園児）（講師による指導月１回）  
 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  

【１号認定子ども】  
  施設の管理者が定めた選考方法による  
   
【２号・３号認定子ども】  
  市が行う利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

  １号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  
  保護者から退園の申出があったとき  
  利用継続が不可能であると市が認めたとき  
  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっ

ての留意事項  

・登園は午前 9 時 30 分までにお願いします。  
登園時間  →  7:30~9:30 

    降園時間  →  16:00~19:00 
・正面玄関のドアは、左側だけ自動ドアになっています。登園と降園の時間帯

はセンサーがオンの状態ですので、自動でドアが開きます。（外からのみ）  
・近くに職員がいない時は玄関に置いてある鈴や屋内設置のインタホーンボタ

ンを押して呼び出してください。  
・登園、降園の時間帯以外は、屋外のインタホーンのボタンを押してください。 
・送迎の時お車で来られる方は、正面玄関側の保育園駐車場か元正寺駐車場を

お使い下さい。  
 

・当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は 9 時 30 分までにご連

絡ください。  
・お子さんが発熱している場合は登園を控えてください。また、登園後に発熱

した場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。  
・主治医の診断を受けて、感染のリスクがなくなってから登園してください  
・園で用意する登園届に記入して提出して下さい。  
・感染症の場合は、登園届を提出されてから登園できようになります。  
 
★こども園にやむを得ず薬を持参される場合  
１．保育教諭から「お薬依頼票」を受け記入し、一緒に手渡してください。  
２．医療機関からの処方であること。保護者の判断で持参した薬は対応できま

せん。  
３．１回分を持参する。水薬は小さな容器に移してください。  
４．市販の薬、解熱剤、座薬、鎮痛剤はお預かりできません。  
５．長期間継続して飲まなければならない薬の場合はご相談ください。  
６．吸入などの医療行為はこども園では実施できないことになっております。 
７．医療機関でこども園に通っていることを医師に伝えてください。  
 
・食物アレルギー反応がある場合は、申し出てください。  
・病院でアレルギー検査をしてない場合はしてください。  
・こども園が用意する除去食申請書提出と、医師の診断に基づいた診断書や生

活管理指導表が必要です。  

 



 

 

（１２）嘱託内科医  

医療機関の名称  小山医院  

医院長名  小山  尚志  

所在地  福知山市猪崎６４７  

電話番号  0773-23-7715 

 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  中村歯科医院  

医院長名  中村  潤  

所在地  福知山市篠尾新町２－９６  

電話番号  0773-23-8148 

 

（１４）学校薬剤師  

医療機関の名称  ポポロ調剤薬局  

医院長名  大月  きほ  

所在地  福知山市駅南町二丁目 205 番地  

電話番号  0773-25-2078 

 

（１５）緊急時における対応方法  

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用

子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ

ます。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名  福知山市消防本部  

所在地  福知山市東羽合町 46-1 

電話番号  0773-22-0119 

【管轄する警察署】  

警察署名  福知山警察署  

所在地  福知山市字堀小字上高田 2108-3 

電話番号  0773-22-0110 



 

 

（１５）非常災害対策  

防火管理者  小山たか子  

避難訓練  避難及び消火訓練は、毎月 1 回以上実施します  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器  等  

避難場所  三段池総合体育館、武道館  

緊急時の連絡手段  電話、J’mobile、スクリレ  

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  溝尻幸子、芦田百杏  主幹保育教諭  

相談・苦情解決責任者  小山たか子  園長  

第三者委員  秦  正音  0773-22-4784 

 

【要望・苦情等への対応方法】  

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  

 

（１７）個人情報の取り扱い  
特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密

は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありま

せん。  
 


